
緊急通報は「１１０番」、相談電話は「＃９１１０番」
事件や事故が発生した場合や、不審者を見かけた時は、あわてず「１１０番」してください。
各種相談や警察に対するご意見・ご要望は「＃９１１０番」をご利用ください。

勤労者福祉資金（北海道融資制度）
中小企業に勤務する方、非正規労働者の方、２年間で通算12ヶ月以上勤務している季節労働者の
方、企業倒産など事業主の都合により離職した方を対象に、医療、教育、冠婚葬祭などの生活資金を
融資するものです。
離職者は100万円、それ以外の方は120万円の限度で借り入れできます。詳しくは金融機関また
は上川総合振興局商工労働観光課（TEL 0166-46-5940）までお問い合わせください。
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